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第９回定例岡山県教育委員会議事録

１ 日 時 令和元年１０月４日（金）

開会１３時３０分 閉会１４時４５分

２ 場 所 教育委員室

３ 出 席 者 教育長 鍵本 芳明

委員（教育長職務代理者） 田野 美佐

委員（教育長職務代理者） 松田 欣也

委員 中島 義雄

委員 梶谷 俊介

教育次長 村木 智幸

教育政策課 課長 中本 正行

副課長 細川 誠

総括主幹 間野 良一

高校教育課 課長 藤岡 隆幸

義務教育課 課長 川上 慎治

生徒指導推進室 室長 大重 義法

文化財課 課長 大西 治郎

４ 傍聴の状況 １名

５ 附議事項

（１）岡山県教育関係功労者表彰について

６ 協議事項

（１）令和２年度重点事業について

（２）「岡山県文化財保存活用大綱」（素案）について
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７ 議事の大要

開会

非公開案件の採決

（教育長）

本日の議題の審議に入る前に、議題の公開の可否について決定したい。本日の議

題のうち、附議事項（１）は、表彰案件であることから、協議事項（１）は、今後、

知事、議会との協議を要するものであるため、教育委員会会議規則第１２条に基づ

き、非公開とするよう発議する。委員から、議題を非公開とする発議はないか。

（委員全員）

（特になし）

（教育長）

この発議は、討論を行わずにその可否を決定することとなっているので、直ちに

採決に入る。

附議事項（１）及び協議事項（１）は、非公開とすることに賛成の委員は挙手願

う。

（委員全員）

挙 手

（教育長）

全会一致により、本案件は非公開とすることに決した。

協議事項（２）「岡山県文化財保存活用大綱」（素案）について

・文化財課長から資料により一括説明

（委員）

文化財保存活用大綱の策定後、市町村はどのように文化財の保存及び活用を図る

のか。

（文化財課長）

各市町村は大綱を勘案しつつ、地域計画を作成することになる。

（委員）

県は市町村に地域計画等の作成が推進されるよう働きかけを行うとあるが、地域

計画の作成有無は、市町村の判断によるのか。

（文化財課長）

文化財保護法では努力義務であるため、市町村の判断によるが、今後、修理等が

必要になった際に、地域計画の作成有無によって、国等からの措置に差が生じる可

能性がある。

（委員）

大綱の策定により、県立博物館等の保存施設について、施設の充実等、新たに実

施する事業はあるのか。

（文化財課長）

策定に伴う新たな事業は考えていないが、県立博物館及び県立美術館は国の公開

承認施設に認定されており、その認定に相応しい機能を引き続き備えれるよう、維
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持に努めてまいりたい。

（委員）

大綱を受け、各学校はどう取り組むのか。

（文化財課長）

大綱に記していることは学習指導要領解説に示されており、学校が取り組むべき

ことである。我々としては、そのために活用できる文化財を紹介するなどして、学

校を支援したい。

（委員全員）

了 承

以下、非公開のため省略。

閉会


